
条件決定は 2026 年 4月 10日を予定しています。利率は上記仮条件の範囲外となる場合があります。

お申込期間　2026 年 4 月13 日～ 4 月21日

■発 行 価 格 ︓ 額面 100 円につき 100 円
■利　払　日 ︓ 毎年 4 月と 10 月の各 22 日
　　　　　　　　　　（銀行休業日の場合は前銀行営業日）

■発　行　日 ︓ 2026 年 4 月 22 日
■償　還　日 ︓ 2061 年 4 月 22 日
　　　　　　　　　　★ただし、2031 年 4月 22日および以降の各利払日において
　　　　　　　　　　　期限前償還される場合があります。

■お申込単位 ︓ 額面 100 万円単位
■取 得 格 付 ︓BBB+（JCR）を取得予定

第8回 利払繰延条項・期限前償還条項付
　　　無担保社債（劣後特約付）

期　間

35年

ソフトバンクグループ株式会社　　新規劣後債のご案内

当初５年間  固定金利（年 4.65％ ～ 5.25％）
（2026 年 4月 22日の翌日から 2031 年 4月 22日まで）

５年目以降  変動金利（1年国債金利 +▲％※+0.25％）
（2031 年 4月 22日の翌日から 2046 年 4月 22日まで）

20 年目以降  変動金利（1年国債金利 +▲％※+0.30％）
（2046 年 4月 22日の翌日から 2051 年 4月 22日まで）

25 年目以降  変動金利（1年国債金利 +▲％※+1.00％）
（2051 年 4月 22日の翌日から 2061 年 4月 22日まで）

［仮条件］

利 　率

（課税前）

※利率の決定時に適用される５年国債の流通利回り（年２回複利ベース）への上乗せ幅
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劣 後 性

上位に位置する債務に対し
てデフォルト時の返済順位
が劣後

永 続 性
法定満期は「35 年間」
上記に対して5年目コールおよび5年目、20年
目、25年目に金利ステップアップを設定し、発
行者・本社債権者ともに一定の柔軟性を確保

利払・配当の柔軟性

業績悪化時のキャッシュ
アウト抑制

1 2 3

普通株式に近い商品性

当初5年間 について、JCRおよびS&Pが発行金額のうち50%について資本性を評価

+ +

■本社債の特徴

ソフトバンクグループ

持株会社
投資事業

Arm 他 その他
SoftBank
Vision Fund
1、2 他

ソフトバンク、
LINEヤフー、
PayPay 他

本社債の発行者であるソフトバンクグループ株式会社は戦略的投資持株会社であり、子会社・関連
会社および投資先を投資ポートフォリオとして統括するマネジメント体制の下、保有株式を増大させる
ことによって純資産総額を中長期的に最大化することを目指しています。国内の移動通信サービスや
携帯端末の販売、個人顧客を対象としたブロードバンドサービス、法人顧客を対象としたデータ通信
などの固定通信サービスを提供しているソフトバンク株式会社とは別会社です。

発行者に倒産等の「劣後事由」※が発生し、それが継続してい
る場合には、右図における本社債よりも上位に位置する債務
が全額弁済されるまで、本社債の保有者（以下、本社債権者）
に対する元利金の支払いは行われません。このため、本社債
権者は、投資元本の全部または一部の支払いを受けられな
い可能性があります。

※「劣後事由」とは、
■清算手続が開始された場合
■日本の裁判所が破産手続開始の決定をした場合
■日本の裁判所が更生手続開始の決定をした場合
■日本の裁判所が再生手続開始の決定をした場合
■外国における清算手続、破産手続、更生手続もしくは再生
　手続またはこれらに準ずる手続が開始された場合

発行者について

劣後特約について

■残余財産配分の局面における優先劣後関係は右図の通り

（普通社債、ローン等）

シ ニ ア 債 務

劣 後 社 債
第3回／第4回／第5回
無担保社債（劣後特約付）

第5回／第6回／第7回
利払繰延条項・期限前償還条項付

無担保社債（劣後特約付）

（本社債を含む）
劣 後 社 債 ／ 優 先 株 式

普 通 株 式
劣後性︓高
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本社債を発行

期限前償還
する

期限前償還
しない

5年経過後、JCR、S&Pからの資本性評
価が50%から0（ゼロ）へと低下。

期限前償還しない場合の支払金利
（ステップアップ考慮後）と再調達コス
トと比較。

資本性評価の
低下

経済合理性
（資本コスト上昇）

■期限前償還をしないことによる発行者のデメリット

■本社債は、当初5年間、信用格付業者である株式会社日本格付研究所（JCR）、S&Pグローバル・レー
ティング・ジャパン株式会社（S&P）から50％の資本性評価を受ける予定です。資本性評価を受けると、
信用格付業者が分析を行う際に、調達額の50%が資本として評価されます。ただし、5年目以降の資本
性評価は0（ゼロ）となります。
注） S&Pの資本性評価が0（ゼロ）となるのは、発行体格付けがBB格であることが前提

■5年目に資本性評価が0（ゼロ）となり、利率もステップアップして発行者の支払コストが上昇すること
などから、本社債は５年目以降に期限前償還される可能性があります。

■ただし、5年目以降の期限前償還については、あくまで発行者の裁量によるものであり、発行者は、自身
の財政状態、業績の動向のほか、新たに発行する証券・債務の発行環境、市場環境等を勘案して、期限
前償還日に先立つ30営業日以上60営業日以下の期間内に判断します。

期限前償還にかかる発行者の裁量について

負債︓50% 負債︓100%
資本︓50%

信用格付業者の資本性評価

発行時 15年5年 25年20年 35年

発行者は本社債権者および社債管理者に対し事前の通知（撤回不能）を行うことにより、その時点で
残存する本社債の全部（一部は不可）を期限前償還することができます。

期限前償還条項について

※1「税制事由」とは、日本の法令またはその運用もしくは解釈により、発行者にとって著しく不利益な税務上
の取り扱いがなされ、発行者の合理的な努力によっても回避できない場合をいいます。

※2「資本性変更事由」とは、信用格付業者において資本性評価基準の変更がなされ、それにより本社債の発
行時点において想定されている資本性より低いものとして取り扱う決定がされる場合をいいます。

期限前償還日 期限前償還価額

発行者の裁量による期限前償還

2031 年 4月 22日
より前の日

2031 年 4月 22日
および以降の各利払日

2031 年 4月 22日
以降の日

各社債の金額 100円につき
金 101 円

各社債の金額 100円につき
金 100 円

各社債の金額 100円につき
金 100 円

「税制事由」※1または
「資本性変更事由」※2が生じ、

かつ、継続している場合
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固定金利
（年2回払い）

発行時の利回り 期限前償還しなかった
あとの利回り

新たなシニア債務
の調達利回り　①

変動金利（年2回払い）
変動金利 変動金利

信用力の低下
調達環境の悪化

新たなシニア債務
の調達利回り　②

期限前償還しないこと
の経済合理性　なし

期限前償還しないこと
の経済合理性　あり

スプレッド

発行者や債券の
信用力に準じる

スプレッド

発行者や債券の
信用力に準じる

スプレッド

発行時のスプレッド
に上乗せ

　5 年目以降 0.25%
20年目以降 0.30%
25年目以降 1.00%

スプレッド

発行者や債券の
信用力に準じる

■期限前償還しないことに関する経済合理性の考え方

発行日
2026年4月22日

5年目（初回任意償還日） 
2031年4月22日

20年目
2046年4月22日

25年目
2051年4月22日

34年6ヵ月目
2060年10月22日

35年目（償還日）
2061年4月22日

当初利率●%（固定利率）
（=5年国債金利+▲%）

1年国債金利+▲%+0.25%
（変動利率）

1年国債金利+▲%+0.30%
（変動利率）

1年国債金利+▲%+1.00%
（変動利率）

元本の払込
（期限前償還された場合）

元本の受取

期限前償還され
なかった場合
元本の受取

本社債権者が2031年4月22日の翌日以降、償還までに受け取る利息については、年1回各利率改定日の
2銀行営業日前に、以下の計算式による利率をもとに計算され年2回支払われます。 

期限前償還されなかった場合の利率について

利払任意停止／利払任意支払／利払強制支払　について

利払任意停止

利払任意支払

■発行者は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払い
の全部または一部を繰り延べることができます。利息の支払いが繰り延べ
られた場合は、利息の支払いが停止されている期間、予定していた本社債
の利息収入の全部または一部を得られないリスクがあります。

■利払いの強制停止はありません。

■ある利払日において、発行者の裁量により、任意未払残高の一部または
全部を支払うことができます。
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■発行者は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払い
の全部または一部を繰り延べることができます。利息の支払いが繰り延べ
られた場合は、利息の支払いが停止されている期間、予定していた本社債
の利息収入の全部または一部を得られないリスクがあります。

■利払いの強制停止はありません。

■ある利払日において、発行者の裁量により、任意未払残高の一部または
全部を支払うことができます。

利払強制支払

■本社債の利息の支払いが繰り延べられた場合であっても、劣後株式※1ま
たは同順位証券※2について配当または利息の支払いが行われた場合に
は、原則として発行者は、かかる支払いのあとに到来する本社債の利払日
において、繰り延べられた利息に係る未払金額を弁済するため、実行可能
な限りの努力を行います。

■ただし、繰り延べられた利息に係る未払金額の全部の支払いを受ける
ことができない可能性があります。
※1「劣後株式」とは、普通株式以外の株式で優先株式などに劣後するものを

いいます。
※2「同順位証券」とは、優先株式および利息に係る権利ならびに償還もしくは

返済条件が、本社債と実質的に同等のものまたは発行者の財務状態および
業績に応じて決定される劣後債務をいいます。

主なリスク
●債券の発行者の信用状況に変化が生じた場
合、市場価格が変動することによって売却損
が生じることがあります。また、利金や償還
金の支払いが遅れたり、支払不能となる可能
性があります。

●債券の価格は市場金利の変動等により上下す
るため、償還前に売却する場合、投資元本を
割り込むことがあります。

●債券は市場環境の変化により流動性（換金性）
が著しく低くなった場合、償還前に売却でき
ない可能性があります。

●持株会社投資事業の実績・評価等によっては、
債券価格が大きく変動するなど損失が拡大
することがあります。

手数料等諸費用について
●債券を募集・売出し等により、または当社と
の相対取引により購入する場合は、購入対価
のみをお支払いいただきます。

●口座管理料は無料です。

その他ご留意点
●ご購入の際は、募集期間中にお近くのみずほ
証券またはコールセンターへお申し付けくだ
さい。

●身体障害者手帳の交付を受けられている方、
遺族に関する公的年金を受給されている方な
どは、所定の手続きで利子に税金がかからな
い非課税制度をご利用いただけます。手続き
の方法や、必要な書類については、お近くの

みずほ証券またはコールセンターまでお問い
合わせください。

●ご購入を検討される際には、本社債および発
行者に関する情報が記載された「目論見書」
や「契約締結前交付書面」をお渡ししますの
で、あらかじめよくお読みください。

●販売額に限りがあります。売り切れの際はご
容赦ください。

特定公社債等の税制について
（個人のお客さまの場合）
●税制上、上場株式等に区分されるため、特定
口座を利用できます。ただし、事前の特定口
座開設が必要です。

●債券の利子は、20.315％※の源泉徴収が行わ
れたあと、申告不要または申告分離課税のいず
れかを選択できます。
※復興特別所得税の終了後の2038年以降に20％と
なる見込みですが、確定したものではありません。

●利子や譲渡（償還）による損益は、上場株式
等の利子、配当および譲渡損益等との損益通
算が可能です。

譲渡（償還）による損失

年間の損益を通算した後、損失が残った場合は、
毎年確定申告を継続して行うことにより、翌年
以降3年間の繰越控除が適用できます。

譲渡（償還）による利益
譲渡所得等として申告分離課税の対象です。特定
口座（源泉徴収あり）内の債券であれば、申告不要
を選択することができます。
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お申し込みにあたっては、「目論見書」および「契約締結前交付書面」を
お渡ししますので、あらかじめよくお読みいただき、ご投資にあたっては
ご自身でご判断ください。ご請求・お問い合わせは、お近くのみずほ証券
またはコールセンターへどうぞ。

商 号 等 ： みずほ証券株式会社　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号
加入協会 ： 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 SS-2604-50000 

MG2460-260325-02

検索

メールアドレスのご登録は
こちら　からもアクセス

できます!!

目論見書メール配信サービスのご案内

メールアドレスのご登録は、みずほ証券ウェブサイトの

詳しくは、お取引店の営業担当者へお問い合わせください。
「サービス」➡「目論見書等メール配信サービス」にてお手続きできます。

みずほ証券 目論見書メールお取引の際に閲覧が必要な「目論見書」や「販売説明書」をメールを
通じてスピーディーにお受け取りいただけます。

コールセンター

https://www.mizuho-sc.com/
営業時間（平日8：00～18：00/土曜日9：00～17：00）
������������（ナビダイヤル）
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